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事実の概要

　Ｘは、本件土地の所有者かつ本件土地を敷地と
する本件建物の共有者（持分 100 分の 1）であっ
た者、Ｙは、Ｘの長男であり、本件建物の共有者（持
分 100 分の 99）であった者である。Ｙが有する本
件土地の利用権は、使用借権であった。
　東京都は、平成 12 年 4 月 28 日、本件土地及
び本件建物（以下、併せて「本件不動産」という。）に、
Ｘ・Ｙを連帯債務者とする貸金債権等を被担保債
権として抵当権を設定した。
　東京都は、東京地裁に対し、同抵当権に基づき、
本件不動産について担保不動産競売を申し立て、
本件執行裁判所は、平成 30 年 3 月 5 日、競売開
始決定をした。
　本件担保不動産競売事件において本件不動産
の評価を命じられた評価人は、本件執行裁判所
に対し、評価書を提出した。同評価書では、基
礎となる価格（土地利用権等価格について考慮する
前の本件土地及び本件建物の各価格）として、本件
土地の建付地価格は 9077 万円、本件建物の価格
は 1337 万円とされ、本件建物について法定地上
権が成立することを前提に、土地利用権等割合を
65％、土地利用権等価格を 5900 万円とした結果、
本件不動産の一括価格は 8332 万円、本件土地価
格は 2542 万円、本件建物価格は 5790 万円とさ
れていた。
　Ｘは、同年 5月 15 日、本件執行裁判所に対し、
本件担保不動産競売事件につき、Ｙの土地利用権
が使用借権であることを前提として剰余金を分配

するよう求める旨の上申書を提出したが、本件執
行裁判所は、同月 31 日、売却基準価額を評価書
通りとする売却基準価額等決定をした。Ｘは、本
件売却基準価額決定に対して執行異議を申し立て
なかった。その後、本件執行裁判所は、本件不動
産を一括して、同一の買受人に対し、1億 1360
万円で売却することを許可する決定をしたが、Ｘ
は、同売却許可決定に対し執行抗告を申し立てな
かった。
　前記売却許可決定の後、売却代金が納付され、
Ｘ・Ｙは、本件不動産の所有権を失った。本件
執行裁判所は、同年 11 月 16 日、売却代金につ
き、本件売却代金交付計算書に基づき、申立債権
者である東京都に弁済金等を交付し、Ｘに対して
2971 万 2758 円、Ｙに対して 6550 万 8866 円の
各剰余金が交付された。
　Ｘは、同日、本件売却代金交付計算書の作成に
対し、Ｙの土地利用権は使用借権であり、剰余金
は実質的な権利関係により分配されるべきである
ところ、本件売却代金交付計算書では、本件建物
に法定地上権が成立することを前提とした価格
（本件売却基準価額）を基準として剰余金が分配さ
れているとして、執行異議を申し立てたが、本件
執行裁判所は、同日、申立てを却下する旨の決定
をした。
　そこで、Ｘは、Ｙに対し、同月 20 日、本件建
物の土地利用権が使用借権であることを前提とす
ると、Ｙ受領額のうち 4519 万 0449 円について
はＸが受領すべきものであるとして、不当利得の
返還を求めて訴えを提起した。
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判決の要旨

　請求一部認容。
　「共有建物とその敷地（単独所有）が一括売却
される際、実体法上の土地利用権は使用借権であ
るが、担保不動産競売手続の評価上は法定地上権
が成立すると扱われて売却基準価額が定められた
場合に、弁済金交付手続において、同売却基準価
額に応じて売却代金を案分する売却代金交付計算
書に基づいて剰余金が分配されたところ、土地所
有者兼建物共有者の受領した剰余金が、実体法上
の土地利用権を前提として売却代金を案分すると
したときの額よりも少ない場合には、土地所有者
兼建物共有者は、その差額を受領した他の建物共
有者に対して不当利得返還請求をすることができ
ると解するのが相当である。その理由は、以下の
とおりである」。
　「担保不動産競売手続において、当該担保不動
産の売却代金によって、債権者に対する満額配当
がされ、さらに剰余金が発生した場合には、担保
不動産の所有者（買受人の代金納付後は所有権を
失い元所有者となるが（民事執行法 188 条、79
条、184 条）、以下、代金納付の前後を通じ、単
に「所有者」という。）は、これを受領する権利
を有する（民事執行法188条、84条2項）。これは、
剰余金が担保不動産の所有権（建物については敷
地の利用権も含む。以下同じ。）の価値代替物（所
有権を失った対価）であることから、所有者がこ
れを取得する実体法上の権利を有するためである
と解される。
　そうすると、複数の担保不動産の所有者に対し
て剰余金が分配される場合、各所有者は、各自が
担保不動産の上に有していた実体法上の権利の価
値に応じ、剰余金を受領する実体法上の権利を有
するというべきである。所有者のうちに、弁済金
交付手続において交付された剰余金が、実体法上
の権利の価値よりも低いと評価できる者がいる一
方で、実体法上の権利の価値よりも高いと評価で
きる者がいる場合には、前者に損失があり、後者
は、前者の損失により利得していると認められ
る」。
　「そして、配当期日において配当異議の申出が
されることなく配当表が作成され、この配当表に
従って配当が実施された場合において、同配当の
実施は係争配当金の帰属を確定するものではない

ところ（平成 3年最高裁判決参照）、弁済金交付
手続は、期日の指定を必要としないなど、配当手
続よりも簡易な手続であって、なおのこと係争弁
済金、剰余金の帰属を実体法上確定することを目
的とするものではないと解される。そうすると、
執行裁判所が弁済金交付手続によって剰余金を交
付したことによって、交付を受けた所有者が当該
剰余金を保持する実体法上の権利を取得すること
にはならず、弁済金交付手続により剰余金の交付
を受けたことをもって、同剰余金の受領に法律上
の原因があるということはできない」。
　「Ｙには不当利得が成立しており、不当利得額
は 4518 万 6690 円であると認められる」。

判例の解説

　一　問題の所在
　不動産競売手続において剰余金を生じ、これを
不動産の元所有者・共有者に分配したが、その分
配が法定地上権（民法 388 条）成立を前提とした
売却基準価額に応じたものであったために、競売
前の土地利用権（本件では使用借権）を前提とし
た案分額よりも少ない額の剰余金を受領した者
は、その差額を受領した他の共有者に対して不当
利得返還請求をすることができるとしたのが本判
決である。類似の先例はなく、本判決も触れる平
成 3年最判１）と平成 10 年最判２）が、配当手続後
の不当利得返還請求の可否について判示している
ことから、これらとの対比での検討（二）が中心
論点となるものの、本解説では、共有不動産にお
ける法定地上権の成否をめぐる判例法理からの検
討（三）や、剰余金の分配が法定地上権制度に及
ぼす影響（四）にも言及する。

　二　剰余金交付後の不当利得返還請求の可否
　配当手続後の不当利得返還請求（民法 703 条）
の可否については、すでに多岐に分かれた学説・
判例の展開がみられるところ３）、判例は、実体法
上の優先弁済権の有無に応じ、担保権者について
はこれを肯定するが、一般債権者についてはこれ
を否定する折衷説（前者につき平成 3年最判、後者
につき平成 10 年最判）を採用するものと解されて
いる４）。
　本件は、剰余金交付後の不当利得返還請求の可
否が争われたものであり、担保不動産の元所有者
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等が請求主体であるから、優先弁済権による基礎
づけはできないものの、本判決は、剰余金が担保
不動産の所有権や敷地利用権の価値代替物である
ことに着目し、その元所有者等が有する剰余金受
領権なる実体法上の権利（民事執行法84条2項）が、
配当手続よりも簡易な弁済金交付手続によって確
定するものではないことを理由に、不当利得を基
礎づけた。
　このような立論は、上記の折衷説や、一般債権
者の不当利得返還請求をも肯定すべきとする積極
説の立場５）から支持されるのはもとより、担保
権者の不当利得返還請求をも否定すべきとする、
依然として有力な消極説の立場６）からも是認し
得るであろう。なぜなら、本件のように剰余金を
複数の者に分配する場合、法定地上権の成立を前
提とする代金割付売却基準価額（民事執行法 86 条
2 項）に対して元所有者等が不服を申し立てる手
段は、交付計算書等に対する執行異議（同法 11 条）
に限られ、これをしなかったか、しても功を奏さ
なかったことをもって失権することまでは正当化
し難いと思われるからである７）。

　三　共有不動産における法定地上権の成否を
　　　めぐる判例法理からの検討
　本件では争点化されていないものの、ここで本
判決が、いわゆる評価上の法定地上権８）の成立
を前提に判断したことそのものの当否についても
触れておく。
　いわゆる土地のみ共有型や土地・建物共有型
において法定地上権の成立を否定する判例法理９）

に対し、本件のような建物のみ共有型においては、
法定地上権の成立を認めるのが判例（昭和 46 年
最判 10））であるが、この点、共有の場合は建物の
ための利用権設定が理論上可能であることを理由
に、法定地上権の成立を否定する学説がみられ
る 11）。
　また、建物のみ共有型に関する上記昭和 46 年
最判は、土地上に設定された抵当権が実行された
ケースに関するものであったところ、他方で、土
地所有者ではない建物共有者の持分に設定された
抵当権が実行されたケースでは、同一所有者要件
を充たさず、当該共有者のための土地利用権を存
続させれば足りることから、法定地上権は成立し
ないものと解されているほか 12）、同一所有者に
属する土地と建物の共有持分とに設定された抵当

権が実行され、双方が同一の買受人に競売された
ケースでは、抵当権設定者が買受人に入れ替わっ
ただけで競売前の法律関係が存続するとみれば、
これもまた不成立のケースとなる 13）。そのため、
土地・建物が一括売却され、（評価上ではない）現
実の法定地上権の成立する余地のない本件をいず
れのケースに寄せて考えるかにより、上記判例の
射程外として捉え得る。
　さらに、上記判例の射程は本件のような共有の
ケースにも原則として及ぶものの、土地所有者が
有する建物の共有持分が 1％にすぎない本件では
例外的に法定地上権の成立が否定されるとの考え
も検討の余地がある。1％でも共有持分を有すれ
ば共有建物の変更や処分を阻止する権限を有する
こととなるが（民法 251 条）、その反面、競売によっ
て法定地上権が成立し、土地の評価額が大幅に下
がるとすれば、そこまでして建物の共有持分を取
得しようとはしないとも考えられる 14）。上記昭
和 46 年最判が法定地上権成立の理由とする、土
地所有者が他の建物共有者のためにも土地の利用
を認めているとの点は、本件のような使用借権の
場合、それを超えた利用を認める意思までは見出
せず、むしろ本件のようなケースにおいて反対の
結論を導く論拠となり得るように思われる。
　本件では、以上の立場からの批判的検討が可能
である。

　四　剰余金の分配が法定地上権制度に及ぼす
　　　影響
　最後に、法定地上権の成立要件一般の議論から
離れ、剰余金の分配そのものが法定地上権制度に
及ぼす影響についても触れる。本判決は、剰余金
を複数の元所有者等に分配した場合に、不当利得
を認めることで、結果的には法定地上権が成立し
なかったのと同じ実体法上の地位を当該所有者等
に保障するものとなっている。このことは、一連
の手続のどの段階で法定地上権の成立が否定され
ることを意味するのかとの問いをもたらす。
　この点、まず、土地につき剰余金が生じたこと
を理由に法定地上権の成立を否定すべきとの見解
が考えられるものの、この見解によれば、本件の
ような抵当権実行による競売（あるいは抵当権者
のいる強制競売）のケースにおいて若干の問題を
生じる。なぜなら、剰余金を生ずるか否かは配当
等を受領する債権者の債権額や売却金額次第であ
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り、その金額次第で法定地上権の成立が否定され
ると、その結果、建物につき剰余金を生じなくなっ
た場合に、その成立を見越して建物のみに抵当権
の設定を受けた抵当権者が不測の損害を被るおそ
れがあるからである 15）。これに対し、抵当権者
のいない強制競売のケースでは、そのような配慮
は不要となり、差押債権者にとっても、差押時の
換価価値を従前の土地利用権に基づき評価したと
ころで特段の支障はなく、法定地上権不成立と解
することが可能である。
　また、土地につき剰余金を生じ、かつ、法定地
上権成立を前提に弁済金交付計算書が作成された
としても、それはあくまで抵当権者が把握した担
保価値を損なわせないとの配慮にとどまり、その
趣旨は剰余金に及ばないとするならば、その分配
の段階では法定地上権の成立を前提にしないとの
見解も考えられる。この見解によれば、不当利得
返還請求によらずとも弁済金交付手続による一回
的解決が可能となる。
　もっとも、本件事案から離れ、①当初、Ａが甲
土地と乙建物を所有していたが、②ＡがＢのため
に乙に抵当権を設定し、その後、③ＡがＣに乙を
譲渡し、乙所有目的で甲上に使用借権を設定した
ものの、④乙上の抵当権実行としての競売により
Ｄが乙を買い受けたといったケース（判例によれ
ば、Ｄのために現実の法定地上権が成立する 16）。）を
想定するならば、この場合、乙の売却代金をＢに
優先弁済した後に剰余金を生ずれば、これをＣに
交付せざるを得ず、ＡＣ間の調整は事後的な不当
利得返還請求によらざるを得ない。このケースで
は、使用借権から法定地上権への転換による価値
上昇分をＡではなくＣに交付することの不合理性
が浮彫りとなるが、剰余金交付の相手方を執行債
務者（元所有者）とする手続構造上仕方がないも
のとみられる。
　以上の検討によれば、これまで剰余金の分配を
念頭に置いてこなかった法定地上権論に向けた本
判決の問題提起は、評価上の法定地上権にとどま
らず、また、強制競売による法定地上権（民事執
行法 81 条）にも波及するといえそうである。
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